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毎月の 《読む実学》 と 《ニュース&データコンパクト》 をあなたへ

■講義ダイジェスト 女性のための相続・贈与の知識と今後の対策

■今月のニュース＆データコンパクト

■経営者のためのインフォメーション

■会員お仕事紹介 有限会社エクセレント 坂部 まち子さん

皆様こんにちは。
折々の雨に、夏陽の待たれる昨今女性の方々は、ビジネスにプライベートにとお忙しい日々と存じます。

エッセンシャル思考

こんなタイトルの本がアメリカで出版され、ベストセラーになっています。これは、あなたを忙しさから開
放する味方の本です。日々を忙しく生きる時間をどう使うかと言うことは、女性の死活問題です。
下図をご覧ください。 この二つの球は、あなたの持っている

同じ量のエネルギーです。左の図は、
同じエネルギーを使っても、沢山のこと
に手を付けやりすぎて、すべてのことが
1ミリずつしか進んでいません。

エッセンシャル思考を持ったあなたは

努力の方向が一直線に絞られています。
だから、目的がとても遠くても、全エネ
ルギーを使って一直線に到達すること
が出来ます。一番重要なことに向けて、
最大の効果を上げることが出来ます。

この十年ほどで私たちの選択肢は、急
激に増えました。例えば、電気釜を買
おうとしてもいくつもあります。洗濯機も
テレビもたくさんの機種があり、選択し
なければなりません。

バックから洋服まで、身の回りの物を選択する時間は、過去に比べると異常に多くなりました。これは、
歴史上初めて多くの選択肢を持つことになり、その数に圧倒され心理学では「決断疲れ」とまで呼ばれて
います。人は、選択の機会が増え続けると、正しい判断が出来なくなると言われています。

私自身も創業のビジネス成功のために55年、常にエッセンシャル思考と非エッセンシャル思考の間で、
振り子を大きく揺らしながら、ビジネスと家庭と子どもを持ってそのバランスをうまくとるために、何を取り何
を捨てるかの日々の連続でした。その中で失った物も沢山あります。でも、24時間の限られた時間の中
では、やはり「このエッセンシャル思考しかなった」と今では思っています。皆さんも、この図を見ながらあ
なたのエッセンシャル思考を考えてみてください。

[エッセンシャル思考]

[非エッセンシャル思考]

メビウス主宰
浅沼 公子



遺言・生命保険は、家族への“ラストラブレター”
ケーススタディだから納得！よくわかる！

女性のための相続・贈与の知識と今後の対策

メビウス講義 第164回

去る6月16日、太田グランドホテルにて、税理士 原田尚信氏をお迎えし、
メビウス164回『女性のための相続・贈与の知識と今後の対策』を行いました。

笑顔の相続のために女性の立場から考え、知っておくべき相続・贈与の知識と
今後の対策を、わかりやすく講義していただきました。それでは講義の一部をご
紹介いたします。

≪日本の“平均寿命”はスゴイ≫

平成25年の厚生労働省発表の簡易生命表によると、日本人の平均
寿命は男性が80.21歳、女性が86.61歳。２年連続で世界一。

【平均寿命】

【健康寿命】

世界保健機構（ＷＨＯ）が平成１２年に健康寿命を発表。
平均寿命から介護（自立した生活が出来ない）期間を引いたもの。

平均寿命と健康寿命との差

７１．０８歳 ９．１３年

７３．９３歳 １２．６８年

６０ ６５ ７０ ７５ ８０ ８５ ９０

男性 平均寿命８０．２１歳

女性 平均寿命８６．６１歳

健康寿命

健康寿命

病気などの期間

体の調子が悪くなってから相続対策を考えるのでは、気持ちがブレてしまっ
たり、うまく考えをまとめる事ができなかったり…とスムーズに進まないこ
とも考えられます。「後から考えるよ!!」ではなく、体も気持ちも健康な“今”ぜひお
考えください。

講師 原田尚信氏

人間は必ずその日が訪れます。
親が生前にきちんとした設計図を描くことなく、突然相続をむかえた場合…

平均寿命を８０歳とした時、親の相続を向かえる子どもの年齢は、おおよそ５０～６０
代。子ども達にも、当然それぞれの生活があります。
家庭を築き、別々の環境で暮らし、それぞれの家庭の事情が生まれます。
あんなに仲のいい兄弟が・・・・こんな場面も多い。

問題は、設計図を描かなかったため、心の準備が出来ていないから



≪「心の準備」に必要なヒント≫
（１）言葉で伝える

親が相続についての考え方や方向性を何も伝えず、亡くなってしまうケースが増えております。
ポイントは、元気なうちに伝えておくことです。

（２）ラストラブレター（遺言）を書く
相続についての親の考えを形として残すため、遺言を書きましょう。
死亡保険に加入しましょう。

（３）自分の財産を把握する
（４）税金（納税対策・財産引下げ対策）対策も行う
（５）財産の整理をする

≪遺言は、相続人に対するラブレター≫

【遺言書を作成した方が良いと思われるケース】

・自分の思い通りの遺産分けをしてもらいたい。 ・遺産分割がスムーズにいかなそうである。

・会社関係の財産の行方を明確にしておきたい。 ・相続人以外の人に財産の一部をあげたい。

・代襲相続人(子が先に亡くなり、孫が相続人)や、行方不明の相続人がいる。

・子がいないため、「配偶者」と亡き夫の「兄弟姉妹」で遺産分割を行わなくてはならない。など

≪公正証書遺言ができるまで≫

①相続税を試算する（どのような財産があるか）

②財産の分け方を確定する

③遺言の文案を作成する

④公証役場へ作成を依頼する

⑤公証役場へ遺言を受取りに行く（遺言者と証人２人で行く）

約
一
週
間
で
完
成

≪附言のススメ≫

遺言には、法律効果が生じる事項が限定されております。それら以外を書いても法律効果は生じません。

この遺言書に書いてあるけれど法律効果の生じない事項を附言事項と言います。
【附言を書かれた方の内容の傾向】

①この遺言を残した背景 ②なぜ、このように分けて相続して欲しいのか
③上記②のように考えた理由 ④財産を引継ぐ方の心構え
⑤配偶者への配慮など

ふげん

ふげん

親の気持ちや愛情、財産分けについての希望などが子どもにきちんと伝わっていて、家族全員納得して
いれば争いになりません。『遺言を作って欲しい』という依頼の真意は、『家族仲よく、これからも助け合って
欲しい』などの希望の表れだと思っております。
ある民間団体の調べでは３０歳～５０歳代の世代に調査したところ、２人に１人は、親に遺言を作って欲し
いと願っているそうです。家族への愛情表現の一つとして遺言を作成することも良いのかもしれません。

≪遺言を作って欲しいと言う依頼の真意≫



今月のニュース＆データコンパクト

介護施設13万人分不足 政府、交付金で後押し

免許取り消し急増も 認知症疑いなら受診義務

医療に番号制度導入
カルテや診療報酬明細(レセプト）などの医療情報に番号制度を2018年度から段階導

入する。医師らが個人の診療結果や処方薬の情報を共有できるようにして二重の投

薬や検査を避ける。マイナンバー制度が始まると個人番号カードが配付。それは健

康保険証としても利用できる。医者はマイナンバーと連動した

2015.6.5 日本経済新聞

2015.5.30 日本経済新聞二重投薬・検査なくす

2015.6.12 日本経済新聞

民間有識者でつくる日本創成会議は、東京都と周辺の3県で高齢

化が進み、2025年に介護施設が約13万人分不足するとの推計をま

とめた。試算では、75歳の後期高齢者が25年時点で、15年比175

万人増の572万人に達する。15年時点では都内で不足する介護施

設を周辺地域で補っているが、25年には1都3県すべての地域で大

幅な不足に陥ると推計した。介護が必要にもかかわらず施設に入

れない高齢者が急増する。解決策の目玉として掲げられたのが、

医療・介護施設などが充実している地方都市への高齢者の移住を

提唱。候補地は41都市を例示、一定以上の生活機能を満たした都

市部が中心。政府は今後まとめる地方創生戦略で新型交付金を活

用した高齢者移住策を打ち出す。

患者の医療番号を把握できる。番号制度を通じて集まった病気

や治療に関する医療情報は匿名にして、いわゆるビックデータ

としても活用する。製薬企業や大学に開放し、新薬開発などに

生かし、効果的な治療に役立てる。医療以外の分野でも、戸籍

や旅券、自動車登録などで番号が活用できるようにする方針。

75歳のドライバーを対象に、記憶力や判断力を測る｢認知機能検査｣の強化を柱とし

た改正道路交通法が衆議院本会議で可決、成立した。75歳以上のドライバーは3年ご

との免許更新時に同検査を受けている。現行法では、道路逆走や信号無視といった

交通違反を犯していれば医師の診察を受け、認知症と判明すれば免許取り消しか停

止となる。改正法では、同検査で認知症の恐れがあると分かれば、交通違反の有無

にかかわらず受診を義務付ける。早期発見による事故防止が目的だ。

免許取り消しが急増する可能性もある。車での移動が欠かせない地方

では、鉄道やバスなど公共交通機関が少なく、免許取り消しなどで高

齢者が外出の手段を失う恐れもあり、移動手段の確保に課題が残る。



18歳選挙権、世界と足並み 公選法改正

2015年 上期ヒット商品番付

富裕層向けサービス 活況 家事代行・ホテル

2015.6.10 日本経済新聞

2015.6.18 日本経済新聞

日経ＭＪヒット商品番付けが発表された。訪日外国人客の旺盛

な消費を指す｢インバウンド旋風」をはじめ、観光分野の勢いが

目立った。ウエアラブル端末の｢アップルウォッチ｣など新分野を

切り開く商品もあり、消費増税で萎縮していた個人消費を勢い

づけそうだ。東の横綱｢インバウンド旋風」はイチゴ狩りなどの

イベント参加やクルーズ船の寄港を通じて地方にも広がった。

西の横綱｢北陸新幹線」は首都圏からの旅行者を呼び込んだ。東

の大関｢ピケティ現象」。仏経済学者トマ・ピケティ氏の著書は格

差論争を巻き起こした。西の大関は｢ベア」、賃金を底上げする

ベースアップ、中小企業への広がりが消費の浮揚を左右しそうだ。

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が参院本会議で成立

し、来年夏の参院選から18,19歳が投票でき、240万人が新たに有権者に加わる。選挙

権年齢の変更は1945年の女性参政権依頼70年ぶりで、日本政治にとって一つの転換点。

若年層の声を生かす工夫がなされれば、政策決定に高齢者の意見が反映されやすい

｢シルバー民主主義」の行き過ぎに一石を投じる可能性がある。 20歳で選挙権を得

るこれまでの日本の仕組みは、世界を見渡すと主流ではな

い。いま日本が直面している少子高齢化という人口構造の

問題は各国共通の悩みだ。民法や少年法については、改正

公選法は不足で「必要な法制上の措置を講じる」とした。

各政党は、若年層の取り込みを急いでいる。専門家は、20

歳以上の大人も政治に関心を持ち、社会全体で政治を見直

す契機とすべき、学校現場で教養育成が必要と語る。

2015.6.20 日本経済新聞

多様なサービス業が高額消費の取り込みに動いている。家事

代行大手のベアーズは料金が通常の倍の富裕層向けサービス

が好調で、札幌など地方の需要開拓にも乗り出す。栄光ホー

ルディングスは英語で育てる月5万円以上の学童保育を始めた。

シニア以外の富裕層も増え、日常的なサービスでも高額消費

が伸びている。選択肢を広げて需要を開拓する。金融資産が

1億円を超える世帯は13年時点で101万世帯。その後も株価上

昇などが追い風になり、富裕層の消費意欲は拡大している。



経営者のためのインフォメーション経営者のためのインフォメーション

ご不明な点は、事務局にお尋ねください！
◆お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局◆

（栃木県足利市本城2-1901-8 アサヌマビジネスサポート内）
TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340 

労働保険年度更新の注意点
労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年３月３１日まで

の１年度を単位として計算し、原則として毎年６月１日から７月１０日までに申告・納付

する必要があります。

Ⅰ 労働保険の年度更新とは

Ⅱ 労働保険の保険料の計算方法

Ⅲ 労働保険料の納付

健康保険料・厚生年金保険料は、毎月保険料を納付していますが、労働保険料については、

年に１回、当年度の概算保険料を計算して事前に納付した上で、年度終了後に実際に支払っ

た賃金額に基づき、確定保険料額を計算します。その上で、概算保険料額と確定保険料額の

差額を計算し、納付または還付することになっています。

平成２７年の年度更新においては、次の３つを計算した上で、申告・納付することとなります。

①平成２６年度の確定保険料額

②平成２７年度の概算保険料額

③平成２６年度の確定保険料額と平成２６年度の概算保険料額の差額

確定保険料････確定保険料は、すべての労働者(雇用保険については被保険者のみ）に支払われ

賃金総額に、保険料率(労災保険率+雇用保険率）を乗じて計算します。なお、

労災保険は全額事業主負担、雇用保険は事業主と労働者双方で負担します。

概算保険料････概算保険料は、当年度の賃金総額の見込額に基づき計算します。ただし、見込

額が前年度の賃金総額の50％以上200％以下(半分以上2倍以下）である場合、

前年度の賃金総額を用いて計算することになっています。

労働保険料計算の際には、以下の２点が間違えやすいポイントとなります。

①雇用保険の保険料免除対象者･･･雇用保険に加入していても、保険年度の初日(4月1日)に

おいて満64歳以上の労働者は、雇用保険が免除されます。

②保険料の対象となる賃金･･････賃金とは、給与や賞与等、労働の対価として支払われるものを

いい、退職金や結婚祝、見舞金等は、労働保険の対象になりま

せん。一方、通勤手当は対象となりますので注意が必要です。

次のいずれかに該当する場合、その労働保険料を3回に分割して納付することができます。

① 概算保険料の額が４０万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立

している場合は２０万円）以上の場合

② 労働保険事務組合※に労働保険事務を委託している場合(概算保険料の額は問いません）

※労働保険事務組合への加入については、メビウスまでお問い合わせください。



郵便局をはじめ、文具店でも「お盆玉袋」が販売されています。夏らしいデザインで、子供
だけでなく、大人へのちょっとした心付けにも最適です。

大人の事情としては、どちらかといえば流行ってほしくない「お盆玉」。子供の笑顔がみら
れるなら、お年玉でも、お盆玉でもなんでもどんとこぃ（涙）。

今年の夏、おススメいたします。

経営には確かな
アドバイザーが必要です。

ビジネスのあらゆる課題に、
豊富な知識と経験で

あなたの身近な強い味方。

ご相談をお伺いするのは…

主宰：浅沼 公子

顧問：関田 恭裕

又は

です。

＜ご相談のお申込み＞

<相談日>
ＡＭ10時
～ＰＭ５時

生命保険のご相談…管理台帳を作りましょう

マネー・ライフ プランのご相談

女性のライフステージの変化…

マネープラン見直しのタイミングです。

ご相談をお伺いするのは…

主幹：三上 洋子です。
7月15日（水）

<場 所>㈱浅沼経営センター足利本社

ＡＭ10時
～ＰＭ５時

㈱浅沼経営センター足利本社
<料 金> 無 料無 料

締切り 7/13

<相談日>

<場 所>
<料 金>

お電話：０２８４－４１－１３２４ M a i l： o f f i c e @ b s - m e b i u s . n e t
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7月15日（水）

上記の相談日以外でもご相談を承ります。お気軽に事務局までお問い合わせください。

先週の日曜日、義母が小学１年生の息子に「はい、おこづか
い」とくれた袋には「お年玉」と書かれていた。お金をそのま
ま渡すことに抵抗があったのかもしれないが、もらった息子は
「なんでお年玉くれるの？」困惑しながらも、嬉しくて複雑な
表情。

今月から夏休みが始まり、孫や、親戚の子どもなど、ちょっ
としたお小遣いを渡す機会がふえるのではないでしょうか。
そんな時には、「お盆玉袋」をおススメします。

「お盆玉」とは、夏休みやお盆に渡すお年玉のことで、紙製
品メーカーの㈱マルアイが作った造語です。商標登録もされて
います。

～ 夏 休 み に 渡 す お 小 遣 い ・ 心 付 け に ～

お盆玉（おぼんだま）

メビウス事務局 大島満枝子

種類も豊富 ３枚２００円程度



〒379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿 ３１３３－７
TEL:0277-30-8787坂部 まち子さん FAX:0277-30-8770

介護事業㈲エクセレント

4月より坂部まち子さんが

代表に就任。変わらぬス

タッフたちと心新たにス

タート。カレッタ笠懸・

たんぽぽ介護センター・

たんぽぽデイサービスセンターは、そ

の人らしく、穏やかに毎日をお過ごし

いただきたいを基本に、『利用者様・

ご家族様の幸せのために介護を通して

貢献』しています。何が今必要なのか

を利用者様の立場になって、ご家族の

要望をうかがい、安心・安全・高品質

なサービスを追求し、みなさんにご満

足いただけるよう、介護に関するあら

ゆるご相談に応じてサポートします。

・居宅介護支援・訪問介護：たんぽぽ介護センター

・通所介護：たんぽぽデイサービスセンター

・在宅型有料老人ホーム：カレッタ笠懸

〒379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿 ４３８５－１
TEL:0277-70-7760 FAX:0277-77-2657

カレッタ笠懸・
たんぽぽ介護センター

閑静な住宅地で、自然豊かな好

環境と設備で穏やかに毎日を過

ごしていただけます

ケアプラン作成、デ
イサービスやショート
ステイについてのご相
談も随時受付していま
す。お気軽にどうぞ！

夏の行 事

７月 ８月

◎ 施設の情報満載の広報誌｢エクセレント新聞」を毎月発行、

年間を通して、その季節らしい行事を毎月開催しています。

Ｒ５０
笠懸小学校

笠懸中学校

鹿・学校前

至足利

カレッタ笠懸

たんぽぽ介護センター

たんぽぽ

デイサービスセンター

前鹿田

鹿

至前橋

予測不可能の先

先日、7歳の男児がドラム式洗濯乾燥機の中に閉じ込められて死亡する事故があった。死因
は窒息死とみられている。お分かりの通り、ドラム式は洗濯物の出し入れがしやすいように蓋
が横向きに取り付けられており、床からはおおよそ50センチくらい。洗濯中に蓋が開いてしま
わないよう中からは開閉できない設計になっているタイプが多いという。カビ防止のため、使
わない時は常に蓋を開けておく家庭も多く、子供にとってはちょうど入りやすく興味津々の
「穴」なのかもしれない。

内側からも蓋が開くようにすべき等メーカーの対策が言われているが、あらゆる予測しうる
間違った使われ方への対応を求めるのは酷だ。たとえ、内側から開けられる設計になっている
ことと子供が中へ入って、内から開けられることとは別問題。しかも子供の予測不可能行動は
無尽蔵だ。性能性と安全性すべてをメーカー任せにするには限界がある。手の打ちようがない
事態は別として、子供の安全は親の責任、と私は思う。

子供の死因第一位は「不慮の事故」。その発生場所の7割は「家庭内」であるという。先の
洗濯機はじめ、トースター、電子レンジなど家電から、電気プラグ、コンセント、風呂、調理
器具、階段など、親は注意してもしきれない。台所にガード、テーブルの四隅にシリコンゴム、
コンセントにはカバーなど私も対策はとったが、それによって今がある、とは考えにくい。幸
い、わが子は慎重派のためか、危ないイタズラやヒヤッとしたことはなかったと記憶する。大
事に至っては取り返しは付かないが、いわゆる「カイゼン」は「ヒヤリ」事故から学んだ教訓
の結果として、ひとつひとつ対策をとっていくのが確実なのだろう。仕事も家庭も全てその連
続だ。 主幹：三上 洋子


